
令和７年第７回日進市農業委員会議事録 

開 催 日 時 令和７年７月２８日 １５時００分 

招 集 の 場 所 日進市役所 本庁舎 第３会議室 

出  席  委  員 

 

会長 １番 市川 豊 会長   

 

委員  ２番 岩本 直美 委員  ３番 福岡 幹弘 委員  

４番 牧  正行 委員  ５番  水野 俊弘  委員  

６番 曽根 大祐 委員  ７番 武田 住男 委員   

９番 萩野 淑子  委員 １０番 萩野  章 委員  

１１番 尾関 洋子 委員 

 

推進委員 浅井 昌行 委員  加藤 秀幸 委員 

伊藤 修  委員   堀之内 済 委員  

村瀬 勝美 委員  宮島 一人 委員 

 

欠  席  委  員 ８番 山本 裕子 委員  

会議事件説明のため出

席した者の職氏名 

 

職務のため出席した者

の職氏名 

事務局 局長  岡部 功 

書記  青山 侑嗣 

書記  田宮 信輔 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付 議 

事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 

議案第２号 

 

専決第１号 

専決第２号 

専決第３号 

専決第４号 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

青年等就農計画（変更）について（別冊） 

 

農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

公共転用届について 

農地を農業用施設に使用する届出書について 

生産緑地のあっせん願いについて 
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（１５：００） 
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定刻になりましたので、只今より令和７年第７回農業委

員会を開催させていただきます。 

それでは、会長より挨拶をいただいた後、議事の取り回し

をお願いいたします。 

▲挨拶 

議案に入る前に本日の議事録署名者は､２番、３番の両名

ですのでお願いいたします。 

本日の会議に傍聴の申し出はございますか。 

本日の会議には１名の傍聴の申し出がございました。 

何かご意見はございますか。 

（全員異議なし） 

それでは傍聴者をお通しください。 

（傍聴者入室） 

傍聴者につきましては、発言や定められた場所以外への

移動は控え、議長の指示に従うようお願いいたします。 

それでは議案に入ります。 

議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請

について」を議題とします。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請

について」説明いたします。 

議案書 1ページをご覧ください。 

７番の駐車場として利用するものについて説明します。 

場所は、議案書２ページをご覧ください。 

申請地は日進市立南小学校から北東に約７０ｍの位置に

所在する１筆で、登記地目は畑、現況地目は雑種地で、面積

は１８５㎡です。 

申請法人は、申請地の隣地にて、溶接関連の制御機器、工

作機器の開発・製造・販売を行っています。 

現在、来客用の駐車場が不足しており、社用車を来客用の

駐車場に駐車している現状です。 

そこで、必要台数を確保でき、事業所から近く、効率的に

活用できる申請地を社用車用駐車場として利用するため、

やむを得ず選定したものです。 

排水については、表面水は自然浸透させ、また、隣接地に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地は無く、周囲の土地に対する影響のない計画となって

います。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分については、原則

転用可能である、３種農地と判断されますので支障ありま

せん。 

第２号から５号についての各要件については、事務局で

確認し支障ありません。 

つづきまして、８番の分家住宅を建築するものについて

説明します。 

場所は、議案書３ページをご覧ください。 

申請地はヤクルト工場から南東に約１７０ｍの位置に所

在する２筆で、登記地目・現況地目ともに畑で、合計面積は

４２２㎡です。 

申請者は現在、市外の集合住宅で、妻と子どもの３人で暮

らしておりますが、今後の家族計画を考える上で現在の住

宅では手狭であるため、一戸建て住宅の建築を計画したも

のになります。 

申請者には自己所有地がなく、両親に相談したところ、母

と祖母が所有する土地を使用しても良いという承諾を得る

ことができたため、やむを得ず申請地を選定したものにな

ります。 

第５条第２項第１号の農地区分について、申請地近辺に

代替する土地がなければ転用可能である２種農地と判断さ

れますので支障ありません。 

排水について、汚水雑排水は浄化槽で処理した後、雨水と

ともに申請地西側の既設側溝へ放流するため、周囲の農地

に対する影響のない計画となっています。 

第２号から第５号についての各要件についても、事務局

で確認し支障ありません。 

続きまして、９番の資材置場として利用するものについ

て説明します。 

場所は、議案書４ページをご覧ください。  

申請地は、西部福祉会館から道路を挟んで南西の位置に

所在し、登記地目・現況地目いずれも田で面積は１,３８９

㎡です。 

申請法人は、平成５年に設立、本社は名古屋市名東区に所
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在し、土木建築工事業を営んでいます。 

申請法人は、主に名古屋市や近隣市町において水道工事、

道路工事を受注、施工を行っております。 

現在、赤池町下郷に既存資材置き場がありますが、前回の

契約更新時に土地所有者から年内の契約終了をもって、更

新をしない旨の連絡を受け、事業所付近で代替地を探しま

したが見つからず、やむを得ず、既存施設から最も近く事業

所からもアクセスの良い申請地を選定したものになりま

す。 

表面は砂利敷きとし、表面水は自然浸透させることによ

り、周囲の農地に対する影響のない排水計画となっていま

す。 

農地法第５条第２項第１号の農地区分については、原則

転用可能である、３種農地と判断されますので支障ありま

せん。 

第２号から５号についての各要件について、事務局で確

認し支障ありません。 

議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請

について」説明は以上です。 

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議案第１号について、説明が終わりましたが、何かご意

見・ご質問等はございますか。 

ご意見・ご質問もないようですので、採決を取りたいと思

います。 

議案第１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請

について」賛成の方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということで、議案第１号については、原案のと

おり可決とします。 

続きまして、議案第２号「青年等就農計画（変更）につい

て」を議題とします。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

それでは議案第２号「青年等就農計画（変更）について」

ご説明します。 

「青年等就農計画」は、若手農業者が就農する際に策定す

る計画書であり、市町村長の認定を受けることで、「認定新



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規就農者」として正式に各種支援を受けることが可能とな

ります。 

この「認定新規就農者」制度は、将来にわたり効率的かつ

安定的な農業経営を担う人材として期待される青年等の就

農を支援するために設けられた制度です。 

本制度では、農業を新たに始めようとする青年等が、市町

村の農業振興基本構想に沿って「青年等就農計画」を策定

し、市町村の認定を受けることで、経営開始に際してさまざ

まな支援を重点的に受けることができます。 

この計画の認定にあたっては、次の 2 点が特に重要な判

断基準となります。 

一つは、「計画内容が市町村の基本構想に適合しているこ

と」。もう一つは、「計画の達成見込みが確実であること」で

す。 

加えて、農業委員会の意見も踏まえて認定される仕組み

となっています。 

今回は、令和６年６月に「認定新規就農者」として認定さ

れた申請者から、新たに国・県の補助を活用して機械を購入

するため、既存の就農計画を変更したいとの申請がありま

したので、その内容をご説明いたします。 

別紙計画書 1枚目をご参照ください。 

申請者は現在 38歳で、以前は美浜町にあるイチゴ栽培・

販売の法人に勤務していましたが、令和 5年 7月に退職し、

現在は北新町にて農地を借り受け、同農地内に建設したビ

ニールハウスでイチゴ苗の生産を行っています。 

今回の計画変更における主な追加内容は、計画書 3 枚目

の「目標を達成するために必要な措置」における「カーテン

自動巻き装置」の導入です。 

当初は自己資金および「青年等就農資金」の融資を受けて

事業を開始しましたが、ハウス内の温度管理におけるカー

テンの開閉作業に多くの労力を要することから、より効率

的な栽培を実現するため、「世代交代・初期投資促進事業」

の補助金と「青年等就農資金」の追加融資を活用して、カー

テン自動巻き装置を導入するものです。 

本変更計画は、日進市の農業振興基本構想に適合してお

り、また、愛知県尾張農林水産事務所 農業改良普及課の指
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導のもとに作成された内容であることから、計画の達成見

込みも十分であると判断されます。 

以上のことから、当該申請者が将来にわたって安定的か

つ効率的に農業経営を行える可能性は高く、今回の青年等

就農計画の変更認定についても、特段の支障はないものと

考えております。 

議案第２号「青年等就農計画（変更）について」の説明は

以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議案第２号について、説明が終わりましたが、何かご意

見・ご質問等はございますか。 

苗の栽培をやるということだが、指導者等はいるのか。 

別冊４ページに記載があるとおり、法人で勤務していた

実績があり、いちご苗の栽培をしていました。 

農業用施設の面積が７７ａとの記載があるが。 

申請書類は７ａとの記載がされておりますが、念のため

確認します。 

他にご意見・ご質問もないようですので、採決を取りたい

と思います。 

議案第２号「青年等就農計画（変更）について」賛成の方

は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということで、議案第２号については、原案のと

おり可決とします。 

他にご意見・ご質問もないようですので、採決を取りたい

と思います。 

続きまして、専決について、事務局より報告を願います。 

（事務局より報告。専決について一括で報告。） 

・農地法第３条の３第１項の規定による届出  １１件 

・農地法第４条第１項第７号の規定による届出  ６件 

・農地法第５条第１項第６号の規定による届出 １７件 

・農地法第１８条第６項の規定による通知    １件 

専決について、何かご意見・ご質問等はございますか。 

ご意見・ご質問等がないようですので、専決については、

終わります。 

続きまして、その他について、事務局より報告を願いま

す。 
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（１５：５６） 

（事務局より報告。） 

・公共転用届について 

・農地を農業用施設に使用する届出書について 

・生産緑地のあっせん願いについて 

その他について、何かご意見・ご質問等はございますか。 

ご意見・ご質問等がないようですので、その他について

は、終わります。 

続いて、事務局より事務連絡などがありましたら、お願い

します。 

（事務連絡） 

・来月の農業委員会 

８月２７日（水）本庁舎４階第２会議室 

・農業委員会視察研修について 

・道の駅プレオープンについて 

それでは、これをもちまして、令和７年第７回農業委員会

を終了させていただきます。 

長時間、ご審議いただきまして誠にありがとうございま

した。 

 


